
令和８年５月号

小牧警察署
0568-72-0110

他交番の交番だよりは
こちらをチェック！

採用ＨＰ

油断しない 安全に見えても危険かも
～海、川、山は見た目で危険がわからない～

５月は山の空気も緑もさわやかで、登山や山菜採りを楽しむ人も多くなる時期ですが、毎年

山岳遭難が発生しています。

山岳遭難を防ぐためには、計画を立てて行動することが大事です。

単独での登山は避け、経験者や友人等と一緒に登山をしましょう。

皆さんこの標識を見たことはありませんか？
パトロールをしていると、自転車は歩道を走っちゃいけ

ないの？と声をかけられることがあります。
この標識がある歩道は、自転車も歩道を走行することができます。
ただし、歩道を走行する場合は、車道寄りを徐行し、歩行者がいて、

その通行を妨げてしまう場合には、一時停止する等、歩行者の通行を妨
げてはいけません。
意外とたくさんこの標識が歩道に設置されているので探してみてくだ

さいね！

自転車の歩道通行について

「絶対に儲かります」などと甘い言葉で勧誘し、未公開株やファンドへ

の出資等の名目で高額なお金を振り込ませ、実際には投資の運用実

態すらないといった詐欺的な被害が増加しています。

必ずもうかる方法はありません。

「投資資金の振込先が個人」「必ず儲かる」「投資に詳しい人を紹介」

と言われたら詐欺です！

道路交通法の改正により、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務と

なりました！

自転車乗車中の死亡事故の過半数が頭部に致命傷を負っているので、

ヘルメットの着用は自分の命を守るための必需品であるといえます！

もし死んでしまったら、後悔すらできません。

自分の命を守るために必ず被るようにしましょう！

ヘルメット 命のお守り 忘れずに
～自転車を安全に利用しよう～

契約は納得してから！！


